
今夏に実施された住民投票の結果、８割のつくば市民が反対し白紙撤回された（仮称）つくば
市総合運動公園。事業の検証とスポーツ施設のあり方を調査するため、つくば市議会12月定例議
会で、調査特別委員会の設置が賛成17、反対9の賛成多数で決まりました。(賛否の詳細はウラ面)
これまで、「なぜ住民投票に至ったのか」「なぜ圧倒的多数で反対が示されたのか」また「市民
ニーズとかけ離れた計画を進めてきたのか」などについて、行政から回答はありません。一方、議
会も一票差で66億円の用地取得が議決されたことに市民から批判の声があります。
議会として、市長・行政側の事業の進め方の検証と責任、また既存のスポーツ施設を含めた市
のスポーツ施設のあり方の検討は重要な課題です。今回、特別委員会に地方自治法98条の検査
権を持たせたので、事務の管理、議決の執行及び出納を議会が検査できます。金子委員長、山本
副委員長はじめ議員26名でしっかりと調査検証し、論議を深めていきます。
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総合運動公園の調査特別委員会を設置！

１．設置概要
 委員は26名
２．調査事項
 総合運動公園事業の検証
 スポーツ施設のあり方
３．調査権限
 地方自治法98条の1項
４．調査期限
 調査終了まで

業者癒着疑惑で市原市長に問責決議！
週刊新潮10月１日号「市長の不倫および市内業者との癒着疑惑」の報
道について、11月９日の全員協議会をへて、12月議会の一般質問では３
人の議員が市原健一市長を追及しました。
市長は「つくば市の人に疑念を持たれたのは申し訳ない。私を信じて
もらうほかない」などとの答弁でした。
政治倫理条例では「その職務に関して不正の疑惑をもたれるおそれの
ある行為はしないこと」と規定され、市に関連する業者と個人的な付き合
いをして疑念を持たれることは条例に抵触しています。
そこで、一般質問終了後の12月10日に、「市長に強く猛省を促し、その
責任を問う」問責決議を提出し、賛成17、反対８、棄権１となり、賛成多数
で採択されました。(賛否の詳細はウラ面)
反対した議員は「誤解を受ける余地のある行動だが、決議は重過ぎる」

と反論しましたが、政治倫理を遵守する立場にあるつくば市議会として、
市原市長の非は看過できません。今後、市長がどのように責任を取るの
か見届けます。

市原健一市長に対する問責決議
過日の週刊誌の「市長の不倫および市内事業者との癒着疑

惑」という報道については、市長としての資質を問われると同

時に、つくば市政に対する不信を招く大きな問題となりました。

つくば市長等政治倫理条例の第4条には、市長等の遵守す

べき政治倫理基準が示されており、その中の「（4）その職務に

関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこ

と。」に抵触している恐れもあります。

市長として自らを律し、責任を負う立場にもかかわらず、今

回のような報道がなされ、市政への不信を招いた責任は多大

なものがあります。

よって、つくば市議会は、市原市長に対し強く猛省を促すと

ともに、その責任を強く問うものであります。以上、決議します。

平成27年12月10日　　　　　　　　　　つくば市議会

総合運動公園に関する
調査特別委員会の内容
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（仮称）つくば市総合運動公園の経緯

疑惑１．土地取得時の謎
・不動産鑑定2社の評価額は ¥9,130/㎡と¥16,800/㎡だったが、土地購入時に議会へ報告されたのは高いほうの評価額¥16,800/㎡だけだった。

・2月10日に¥14,500/㎡が決まったと答弁があったが、UR（（独）都市再生機構）の不動産鑑定結果が出たのは2月25日だった。

・平成25年12月作成の不動産鑑定委託料の見積書の消費税率が８％となっていた（当時の消費税率は５％）。

・H25年5月には、既にURの高エネルギー研究所南側46haが有力候補地として庁内でまとめた検討結果報告書に明記されていた。

・基本構想も定まらぬ前に、平成25年10月24日にURと協議し、平成26年3月31日までに土地を取得すると協議が行われていた。

・基本構想のパブリックコメントの期限を10日も残して土地取得の議決をした。

・平成12年に策定された「スポーツの森基本構想」に基づき、一体型総合運動公園の計画を進めた。

・今回の総合運動公園基本構想・基本計画に関するアンケート調査は行われていない。　

これまでに一般質問で浮き彫りにされた、総合運動公園事業に関する疑義が生じている点や不明な点です。

疑惑２．土地ありきで事業は進められた？

疑惑３．なぜ市民意見の集約が行われなかったか？

この他にも、事業を進める過程で不明な点や未解決な点が多々あります。皆様からのご意見もお待ちしています！
調査特別委員会でしっかりと検証していきましょう。

総合運動公園に関する議員の賛否
土地購入から端を発した総合運動公園に関する議決について各議員の賛否をまとめてみました。

日本共産党
滝口隆一
田中サトエ
橋本けい子

つくば・市民ネットワーク
北口ひとみ
宇野信子
皆川幸枝

自民党

五頭泰誠
久保谷孝夫
小久保貴史
神谷大蔵
黒田健祐

木村修寿
山中八策 塩田 尚

市民政策研究会

古山和一
須藤光明
柳沢逸夫
高野 進
松岡嘉一

政清会 大久保勝弘
塚本洋二
飯岡宏之
木村清隆

公明党
小野泰宏
浜中勝美
山本美和

筑峰クラブ 鈴木富士雄
ヘイズジョン

維新の会

民主党

愛してる・つくば

議決議会

議決案件の内容

H26年3月 H27年3月 H27年5月臨時 H27年12月

土地の購入 H27年度
予算ストップ

住民投票
実施 2者択一 問責決議 調査特別

委員会

新社会党 金子和雄 議長
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県議選出馬のためH26年12月で辞職

退席


